
電子公証システム変更点その１（嘱託人申請方式変更）

嘱託人申請方式

現行電子公証システムへの申請は、法務省オンライン申請システムにＷＥＢブラウザからログインして、
申請書作成～送信する方式です。

新電子公証システムへの申請は、新たに法務省から提供されるクライアントソフトである申請用総合ソ
フトを嘱託人端末にインストールし、当該ソフトを用いて申請書を作成し、登記供託オンライン申請シス
テムへ送信する方式となります。

（現行：法務省オンライン申請システム） （新：申請用総合ソフト）



電子公証システム変更点その２（嘱託人申請時公証人選択画面）

ドロップダウンリストの中から選択する
ことにより、法務局、公証役場、公証人
を選択します。

（新選択画面）


